
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ご利用ください！笠間市立病院 平日夜間・日曜初期救急診療 
⑥ページ   祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日：19時～21時・日曜日：9時～17時 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。     
http://www.city.kasama.lg.jp/                ⑤ページ  

  ⑫水道メーター検針にご協力を   
  
 水道メーターの検針は、奇数月の 10 日～

20 日（土日・祝日を含む）に実施します。 

 4 月より検針業務等を常陽メンテナンス

（株）に委託しています。検針員は受託者証

を携行していますので、不審に思われた場合

は提示を求め確認をお願いします。 
 
・メーターボックスの上に物を置いたり駐車

しないようにしてください。 

・メーターボックスの中はきれいにしておい

てください。 

・犬を飼っている方は、メーターボックス付

近から離してつないでください。 
 
問 笠間市上下水道お客様センター 

  ℡ 0296-87-2231 

                    ⑮ルールとマナーを守って犬や猫を飼いましょう                     
 
○猫は室内で飼いましょう 

 交通事故や感染症から猫を守るために室内で飼育しましょう。放し飼いの猫は、よその家の庭

を汚したり、鳴き声で迷惑をかけたりします。さらに、自由な交配が行われるので、のら猫を増

やすことにもなり、結果的に地域の方々に迷惑がかかるのでやめましょう。 

○犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう 

 室内飼育、室外飼育の区別なく、生後 3 か月以上の犬の「登録」と「狂犬病予防注射」をしま

しょう。 

○犬はつないで飼育しましょう 

 放し飼いは人を傷つけたり、他人の土地や農作物を荒らしたりと迷惑になりますので、絶対に

しないでください。 

○環境美化につとめましょう 

 排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所や他人の土地を汚さないようにしましょう。 

○小さな命を大切にしましょう 

 動物を捨てることは、動物愛護法に違反する行為です。予期せぬ繁殖による不幸な命を減らす

ためにも、避妊・去勢手術をしましょう。 
 
問 環境保全課（内線 125） 笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 

        ⑯道路へ張り出している枝等のせん定をお願いします        
  
 樹木の枝や生垣が道路上に張り出したり覆いかぶさると、通行の妨げになるだけでなく、道路

標識やカーブミラー等が見づらくなり、交通事故の原因にもなりかねません。また、強風や大雨

により樹木が倒れ、道路を寸断するなどの影響が考えられます。 

 このような事例が原因で事故が発生した場合には、樹木等の所有者に責任が問われる場合があ

りますので、定期的な枝等の「せん定・刈り込み」を所有者の責任でお願いします。 

 交通事故等を未然に防止し、安全かつ安心な道路環境の保全にご協力をお願いします。 
 

※作業時の注意事項 

1.電線や電話線がある場所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの東京電

 力またはＮＴＴ東日本に連絡してください。 

2.作業にあたっては、通行する車両・自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止な

 どに十分ご注意ください。 

3.道路交通を止めて作業をする場合は、道路交通法の手続きが必要になりますので、笠間警察署

 へ事前にご相談ください。 
 

問 【県道に関すること】 茨城県水戸土木事務所道路管理課 ℡ 029-225-4061 

     【市道に関すること】 管理課（内線 580・581） 

 可燃ごみの中に、不燃ごみが混ざっている

ことが見受けられます。可燃ごみを焼却する

ときに不燃ごみが混ざっていると、焼却設備

に不具合を起こすなど処理に支障をきたし

ますので、可燃ごみの中には、不燃ごみを絶

対に入れないでください。 

 また、不燃ごみの中に再生可能な資源ごみ

（缶、びん等）が入っていることもあります

ので、ごみの減量化と再資源化のため、正し

く分別して集積所に出すようお願いします。
 

≪ごみの出し方≫ 

缶：水洗いして出してください。 

びん：ふたを取って水洗いして出してくださ

    い。割れていても再生可能です。 

ペットボトル：ラベルとキャップを取って、

       水洗いして出してください。
 

※ごみの分け方、出し方が記載されている 

 ｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市ホーム

 ページからご覧になれます。 

 ホームページ 
 http://www.city.kasama.lg.jp/ 
 （「ごみ処理」で検索）  
 

問 環境保全課（内線 127） 

 

⑭ごみを出すときは｢ごみの分け方、 

 出し方｣を確認しましょう 

 茨城県獣医師会では、犬・猫へのマイクロ

チップのデータ登録料を助成します。 

助成頭数 県内で 1,000 頭（先着順） 

助成対象  県獣医師会に加入する動物病院 

     でマイクロチップの埋込みを実 

     施し、日本獣医師会 ID データ登 

     録手続きを行った犬・猫の飼い主 

     （県内在住の方） 

助成金額 1 頭につき一律 1,000 円  

申込方法 動物病院でマイクロチップの埋  

     込みを実施した際、「動物個体識 

     別記号登録申込書」に必要事項を 

     記入のうえ、各動物病院に提出し 

     てください。 

問 公益社団法人 茨城県獣医師会   

  ℡ 029-241-6242 

⑬犬・猫へのマイクロチップデータ登録料 

 を助成します      


